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定  例  会  議  の  開  催  状  況 

 

第１ 開催日時 

令和６年 11 月 14 日（木） 午後０時 50 分～午後４時 40 分 

第２ 開催場所 

   公安委員会室 

第３ 出席者 

１ 公安委員会 

上枝委員長、岡委員、大石委員 

２ 警察本部 

 本部長、警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、

首席監察官、情報通信部長、地域監、公安委員会補佐官 

 ３ 陪席 

   総務課長 

第４ 委員説示 

 委員から、「先週末、四国地方で大規模停電が発生したほか、翌日には、

瀬戸大橋上でマリンライナーが停まるなど、県内でも混乱が生じたよう

である。様々な制約がある中で、ありとあらゆる事態を予測し、万全な準

備を整え、万全な対応をすることは難しいかもしれないが、地震や台風等

の自然災害だけではなく突発的な事態にも対処できるように、改めて、県

警察として備えを行っていただきたい」旨の発言があった。 

第５ 報告事項 

１ 令和６年 11 月県議会定例会議案の概要について 

   県警察から、令和６年 11 月県議会定例会において、地域活性化のた

めの予算議案等を提案する旨の報告があった。 

  委員から、「予算の関係上、施設の改修や建替えが思うように行えるわ

けではないとは思うが、引き続き、計画的に老朽化施設の改修等に努め

ていただきたい」旨の発言があり、県警察から、「今回の予算議案につい

ては、いずれも所要の措置が不可欠なものであるので、県議会の御理解

をいただけるように適切な説明・対応を行ってまいりたいと考えている」

旨の説明があった。 

２ 令和６年度上半期における監察実施結果について 
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   県警察から、対象所属に対する業務監察及び服務監察を実施した結果、

一部指導事項があったもののおおむね良好であった旨の報告があった。 

  委員から、「非常に細かい点まで監察が出来ており素晴らしいと思う。

私の経験上、監察時の指摘は、規定そのものの不備と現場勤務員の認識

不足から規定等がしっかりと守られていないことにある。県警察にも多

数の規定等があると思うが、職員全体にしっかり認識させるよう努めて

いただきたい」、「全署員に、指示・伝達等を周知徹底することが難しい

なか、各警察署が工夫を凝らして様々な取組を行っていることが分かっ

た」、「指摘事項が多いと、様々な事が出来ていないと思うかもしれない

が、裏を返せば、しっかりとした監察が出来ているということである。

下半期では、上半期の指摘事項が守られているかどうか、しっかりとチ

ェックをしていただきたい」旨の発言があった。 

３ 指定自動車教習所に対する監督命令について 

   県警察から、不適正な教習を実施した指定自動車教習所に対し、道路

交通法の規定に基づく監督命令を実施し、その後、再発防止策の履行を

確認した旨の報告があった。 

  委員から、「以前にも他の指定自動車教習所で同じようなミスがあっ

たと記憶している。指定自動車教習所には、しっかりと再発防止策に取

り組んでもらい、県警察については、今後、不適正事案が起こらないよ

うに、しっかりと指導と管理をしていただきたい」旨の発言があった。 

第６ 決裁 

 １ 公安委員会定例会議会議録の作成及び公表について 

   （令和６年 10 月 17 日開催分） 

 ２ 警察職員等の援助要求の受理及び承諾について 

   （石川県公安委員会８・９月分） 

 ３ 苦情処理結果について 

第７ その他 

 １ 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に伴う対応について 

   県警察から、三豊市の採卵鶏農場において、家畜伝染病である高病原

性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認され、開催された「香川県鳥イン

フルエンザ対策本部会議」からの要請を受けて、県警察においては、県

の行う防疫措置への支援を実施した旨の報告があった。 

 ２ 警察署協議会への陪席について 

   委員から、令和６年 11 月 11 日に開催された令和６年度第３回高松東
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警察署協議会に陪席した所感として、「協議会では、管内の治安情勢や各

種取組等について、数字だけではなくトピックを取り入れながら委員に

説明するなど工夫されていた。また、委員からは、香川県警察安全・安

心アプリ「ヨイチポリス」に関する御意見や御要望が挙げられており、

そういった県民の様々な御意見を取り入れながら、今後、使いやすいよ

うにバージョンアップしていけばいいと思った。さらに、協議会の後、

署員による近接対処法訓練を視察した。実際に暴漢と対峙した際には躊

躇しないこと、自分の身は自分で守ることという観点で訓練に取り組ん

でおり、平素から、そのような「気構え」が出来ていれば、受傷事故防

止等にもつながると思った」旨の発言があった。 

 ３ 11 月９日に四国地方で発生した大規模停電について 

県警察から、「四国地方で発生した大規模停電について、県内において

は停電に伴う信号の滅灯が発生したが、これに伴う交通事故や人命への

影響等の大きな被害については、今のところ、確認されていない。今回

を機に様々な想定を含めながら、改めて、関係機関との協力・連絡体制

を確認するとともに、こうした停電が、人為的ミスでも発生するという

ことを念頭に、県警察として備えや対処要領を再確認していきたいと考

えている」旨の報告があった。 

 ４ 全国警察本部長会議の開催について 

県警察から、「今月 18 日（月）、警察庁主催の全国警察本部長会議が開

催される。警察庁幹部からの指示のほか、グループに分かれ、組織運営

上の課題とその改善方策というテーマで分科会が設けられる。適正、健

全で効率的な組織運営を行うために他県でも様々な取組を行っているも

のと思われるので、他県の取組の中に、当県にも参考になるものはない

かという視点で会議に参加したいと考えている」旨の報告があった。 

 ５ 鹿児島県警察の非違事案再発防止対策に関する香川県警察の取組の確

認及び情報共有について 

   県警察から、警察庁による特別監察の結果を踏まえ、鹿児島県警察に

おいて発生した一連の非違事案の原因分析とそれを踏まえた再発防止対

策についての報告書が、令和６年８月５日に警察庁から送付されたこと

から、本報告書を活用し、「香川県警察における非違事案防止対策や組織

の現状を俯瞰的に分析し、その足らざるところを抽出した事項」につき、

非違事案防止ワーキンググループで確認するとともに、情報共有を行い、

今後、更に非違事案防止に向けた有効な取組について検討する旨の報告
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があった。 

 ６ 全国公安委員会連絡会議（代表者会議）自由討議テーマに係る本県の

取組について 

県警察から、全国公安委員会連絡会議（代表者会議）での他県発表資

料に係る本県の取組等について報告があった。 

７ 公安委員会宛ての苦情の処理結果について 

県警察から、受理した苦情について、事実関係及び措置状況について

報告があり、審議の上、通知する内容を決定した。 

 ８ 運転免許の取消し等の審議について 

県警察から、運転免許の取消し等に係る意見の聴取等について報告が

あり、審議の上、処分内容を決定した。 

 ９ 行政処分の状況について 

   県警察から、令和６年 10 月分の運転免許に係る行政処分の状況につ

いて報告があった。 

 

 

 


